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1. 助成⾦ 働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦のご紹介 

 本年度の雇⽤・労働分野の助成⾦の中で注目度が⾼いのが『働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦』です。この助成⾦は、働き⽅
改⾰への対応や、新型コロナウイルス感染症対策に関連したものなど 5 つのコースで構成されていますが、その中から主
なものを 3 つピックアップしてご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
１．労働時間短縮・年休促進⽀援コース 

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業が対象です。外部専門家
によるコンサルティング、労務管理⽤機器等の導⼊な
どにより、改善の成果を上げた場合、その経費の一部
が助成されます。（交付申請期限11月30日） 
 

 内 容 

対象となる
取り組み 
（1つ以上 

実施） 

⑴就業規則、労使協定の作成・変更 
⑵研修 
⑶専門家によるコンサルティング 
⑷労務管理⽤機器等の導⼊  など 

成果目標 
（1つ以上 

実施） 

⑴36協定の月の時間外労働時間数の 
縮減 

⑵所定休日の増加 
⑶特別休暇の導⼊ 
⑷時間単位年休の導⼊ 

助成額 
対象経費の3/4  

※条件により4/5 
成果目標ごとに上限額あり 

 
2．新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワー 

クコース 
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの

新規導⼊（試⾏的に導⼊する場合でも可）を⾏う中小 
企業が対象です。取り組みに要した経費の一部が助成 

 
されます。（交付申請期限5月29日） 
 

 内 容 

対象となる
取り組み 
（1つ以上 

実施） 

⑴シンクライアント端末等の導⼊ 
※単なるパソコン、タブレット等の 

購⼊は不可。 
⑵就業規則、労使協定の作成・変更 
⑶研修 
⑷専門家によるコンサルティング 

助成額 
対象経費の1/2  

※1企業の上限額100万円 
 
3．職場意識改善特例コース 

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気
休暇制度やお⼦さまの休校等に関する特別休暇制度
を導⼊する中小企業が対象です。取り組みに要した経
費の一部が助成されます。（交付申請期限5月29日） 
 

 内 容 

対象となる
取り組み 
（1つ以上 

実施） 

⑴就業規則、労使協定の作成・変更 
⑵研修 
⑶専門家によるコンサルティング 
⑷労務管理⽤機器等の導⼊  など 

助成額 
対象経費の3/4 

※条件により4/5 
1企業の上限額50万円 
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2. 法 改 正 企業の受動喫煙対策 

 本年 4 月から、改正健康増進法が全⾯施⾏されています。学校や病院、⾏政機関の庁舎等はすでに敷地内禁煙となって
いましたが、新たに企業や工場等などが、「原則屋内禁煙」となりました。厚⽣労働省の「職場における受動喫煙防⽌の
ためのガイドライン」では、企業が実施すべき事項、及び改正健康増進法で義務付けられる事項が一体的に示されていま
す。その内容を表にしてまとめましたので、対応がお済みでない企業様は、計画の策定や措置の実施などガイドラインに
則った対応を進めましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．企業・労働者の役割 
 

 内 容 

企業 

衛⽣委員会、安全衛⽣委員会等（以下「衛⽣
委員会等」という。）の場を通じて、労働者
の受動喫煙防⽌対策についての意識・意⾒を
十分に把握し、事業場の実情を把握した上
で、各々の事業場における適切な措置を決定
することが求められる。 

労働者 

企業が決定した措置や基本⽅針を理解しつ
つ、衛⽣委員会等の代表者を通じる等によ
り、必要な対策について積極的に意⾒を述べ
ることが望ましい。 

 
2．受動喫煙対策に関する組織的な取り組み 
 

 内 容 

推進計画
の策定 

職場の実情を把握した上で、受動喫煙防
⽌対策を推進するための計画を策定する
こと。 

担当部署の
指定 

企業全体または事業場の規模等に応じ
て、受動喫煙防⽌対策の担当部署やその
担当者を指定し、受動喫煙防⽌対策に係
る相談対応等を実施させるなど、受動喫
煙防⽌対策全般についての事務を所掌さ
せること。 

労働者の 
健康管理等 

受動喫煙防⽌対策の状況を衛⽣委員会等
における調査審議事項とすること。 

 

 
2．受動喫煙対策に関する組織的な取り組み（続き） 
 

 内 容 

標識の設置・ 
維持管理 

施設内に喫煙可能な場所を定めよ
うとするときは、当該場所及び施
設の出⼊⼝の⾒やすい箇所に必要
な事項を記載した標識を掲示する
こと。 

意識の⾼揚及び 
情報の収集・提供 

労働者に対して教育や相談対応な
どを⾏い、受動喫煙防⽌対策に対
する意識の⾼揚を図ること。 

労働者の募集 
及び求人の申込
み時の受動喫煙
防止対策の明示 

労働者の募集及び求⼈の申込みに
当たっては、就業の場所における
受動喫煙を防⽌するための措置に
関する事項を明示すること。 

 
3．喫煙可能な場所における作業に関する措置 
 

 内 容 

20歳未満の者の
⽴ち⼊り禁止 

喫煙専⽤室等に案内してはならな
いことはもちろん、⽴ち⼊らせて
業務を⾏わせないようにする。 

20歳未満の者へ
の受動喫煙防止
措置 

適⽤除外の場所（宿泊施設（個室）、
⽼⼈ホームなどの⼊居施設（個
室）、業務⾞両等）についても、⽴
ち⼊らないよう措置を講じる。 

20歳以上の労働
者に対する配慮 

実情に応じ、勤務シフト、喫煙専
⽤室等の清掃、業務⾞両内での喫
煙などに配慮する。 

 
 

 
４．さいごに 
 コロナウイルス感染症の関連で、労働者を解雇せず
に休業等をさせ「雇⽤を維持する」際の雇⽤調整助成
⾦を活⽤する企業が増加しています。一⽅、こちらの
助成⾦は「働き⽅を変えて対応する」場合に活⽤でき 

 
 
る助成⾦です。貴社で導⼊する、あるいは導⼊予定の
ある取り組みに合致する場合には、働き⽅改⾰推進⽀
援助成⾦のご活⽤もぜひご検討いただければと思いま
す。 
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Q & A 記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、2 ページ目の「企業の受動喫煙対策」に関連する⾖知
識をお伝えします。 

 
 
       

Q． 喫煙室を設置する場合、幾つか種類があると聞いたのですが、概要を教えてください。 

A． 全部で 4 種類に分けられます。それぞれの内容は以下をご確認ください。 

施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められていま
す。喫煙が可能となる4タイプの喫煙室の分類は次のとおりです。 
 

喫煙室の分類 〜厚⽣労働省「『なくそう︕望まない受動喫煙』Web サイト」より引用〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4．受動喫煙防止対策 
 

 内 容 

1 

企業内では、労働者に屋内で喫煙させない（※た
ばこの煙の流出を防⽌するための技術的基準に
適合した、「喫煙専⽤室」や「指定たばこ（加熱
式たばこ）専⽤喫煙室」は除く）。 

2 

望まない受動喫煙を防⽌するため、指定たばこ専
⽤喫煙室を設ける施設の営業について広告また
は宣伝をするときは、指定たばこ専⽤喫煙室の設
置施設であることを明らかにしなければならな
い。 

3 
受動喫煙を望まない者が指定たばこ専⽤喫煙室
において業務や飲食を避けることができるよう
配慮する。 

 

 
5．さいごに 
 受動喫煙対策に関連して、“たばこ休憩”や喫煙の制
限、懲戒の可否等、労務管理上の問題も⽣じ得ます。
受動喫煙対策を進めるとともにルールの整備も⾒直し
てみることをお勧めします。 
 
【参考】 
厚⽣労働省では、「『なくそう︕望まない受動喫煙』
Webサイト」という特設サイトを開設し、法改正のポ
イントや受動喫煙対策事例を掲載しています。また、
「全国統一 けむい問（もん）模試」とした知識を確認
するページもありますので、一度参照されてみてはい
かがでしょうか。 
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/ 
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3. 提  供 『経営に役⽴つビジネリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けする“ビジネスリポート”は、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
例えば「マネジメント関連」では経営戦略、企画・営業、広報、⽣産・物流、 
⼈事管理等の情報を、「ビジネス関連」では卸・小売、食品、製造、不動産、 
情報・通信等の各業界情報を、その他「ビジネス以外」では、⽣活分野、 
健康、環境、⾖知識など、多岐にわたる経営情報を取り揃えております。 
以下の中からご興味があるテーマがございましたら、弊所あてにお電話 
いただくか下記フォームに必要事項をご記⼊のうえＦＡＸをお送りください。 
ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたしますので、お気軽にお申し込みください。 

今月のおすすめビジネスリポート 
 
リポート番号 タイトル 内容 

＃3944 
（全 9 ページ） 

【文例付き】 
若⼿社員との意識のギャップを 
  埋める「名言」を使ったスピーチ 

・経営者は「挑戦」を期待し、若⼿社員は「失敗」を恐れる 
・文例 1「挑戦」する気持ちを優先してもらう言葉 
・文例 2「コミュニケーション」を後押しする言葉     他 

＃3946 
（全 7 ページ） 

税理士が教える 
   2020 年度の税務 5 大ニュース 

・2019 年度・2020 年度の 5 大ニュース 
・2019 年度の総括 
・2020 年度の主なニュース 
・今後の対応 

＃3952 
（全 7 ページ） 

元プロ野球選⼿が解説 
  「データ野球」に基づく⼈事評価 

・あなたの会社の⼈事評価制度は、本当に適正ですか︖ 
・プロ野球球団における、⼈件費とは︖ 
・プロ野球における相対評価と絶対評価 
・ヤンキースの 3 分の 1 の予算で、最⾼勝率を記録したチーム 
・目的と一致した評価指標とは︖             他 

＃3953 
（全 7 ページ） 

弁護士・社労士に聞く 
   同一労働同一賃⾦への実務対応 

・中核となるルール「均衡待遇・均等待遇」 
・基本給、⼿当、賞与の均衡待遇・均等待遇 
・待遇差是正のポイント 

＃3954 
（全 6 ページ） 

中小企業も早めの準備を︕ 
     義務化が進む税務の電⼦化 

・広がる税務の電⼦化、進む義務化 
・電⼦申告システムの概要 
・税理士に聞く 税務の電⼦化 Q&A 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番

号 
 

※ご記⼊いただきました個⼈情報は、ビジネスリポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利⽤いたしません。 

 
 
 

お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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4. コラム 今月もどうぞお楽しみください♪ 

 

 

 

 

竹中 幹夫 

ソラーレでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防⽌の緊急事態宣言が発令されて以降、

営業時間の短縮・テレワーク勤務・時差出勤などの対策を実施しております。これにより、お客

様へのサポート体制や働き⽅にかなりの変化が⽣じており、ご迷惑をお掛けしていることも多々

あると感じております。緊急事態宣言解除後も、このような状況がしばらくは続くと思いますが、

仕事の⽣産性を下げず、むしろ向上させるにはどうすれば良いかを考えながら取り組みたいと思

います。 

 

 

 

 

野々山 環 

外出⾃粛や在宅勤務の影響でお家ごはんの機会が増えたので、最近はまた料理に興味が湧いて

います。 

食卓で作りながら食べるたこ焼きや⼿巻きずしが最近の我が家のブームです。 

特にたこ焼きは、粉もん文化で育った関⻄⼈としては、ある意味ソウルフードなので何度も作

って堪能しています。 

巣ごもり⽣活のため、ホットケーキミックスだけでなく、お好み焼き粉やたこ焼き粉も品薄に

なっているのがちょっと心配ですが、もうしばらくはお家ごはんを楽しむ工夫を考えて過ごした

いと思います。 

 

 

 

 

佐々木 良 

今般のコロナウィルスの影響で在宅勤務を⾏う機会が増えました。ソラーレ内では以前から在

宅勤務制度があり在宅勤務が可能でしたが、業務効率を考えて⾃分はあまり活⽤していませんで

した。在宅勤務を⾏って⼾惑う⾯もありますが、やってみると意外と普段と変わらずに業務がで

きるなと感じました。今後もうまく使い分けていきたいと考えています。 

関根 智樹 

緊急事態宣言の延⻑が 5 月末までとなり、弊社でも引き続き在宅勤務を積極活⽤しています。

お客様のほうでも在宅勤務を⾏っている会社がチラホラと出てきております。今後の働き⽅改⾰

の一環として捉え、在宅勤務は多様な働き⽅を考えるきっかけになるかと思います。在宅勤務を

制度として採⽤する上では、可能性と共に様々な課題もありますが、じっくりと取り⼊れること

を検討していくべき制度なのだと思います。 

 

堀内 和希 

今回の騒動が終息したらどこへ⾏こう︖と最近、妄想を膨らませて毎日過ごしています。ずっ

と旅⾏に⾏けていなかったので、ありきたりですが、熱海や箱根なんかに⾏きたいと思っていま

す。温泉に⼊りお酒を飲みながら美味しい料理をいただく、ささいなことですが幸せですね。 

色々と暗いことを考えたりするのが嫌いなので、こんな時でも楽しい妄想をして元気に過ごして

おります︕  
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大谷 雄二 

ゴールデンウイークは⾃粛要請のために食料の買い物以外は家にいました。これほど家にいた

ことは、これまでの⼈⽣で記憶にありません。 

テレワーク中でも⽣産性を落とさないためにパソコンのディスプレイを２つにして会社と同じ

環境にしました。おかげで家でも集中して働ける環境が出来ました。 

社内会議ではテレワークで⽣産性を上げるための⽅法を⾒つけるために、テレワークのメリッ

ト・デメリットについて議論しています。 

 

⾃粛前はなかなか利⽤が増えなかったテレワークや WEB 会議が、ソラーレでも今は普通に利⽤

しています。この⾃粛要請の間に働く⼈の意識が大きく変わったと思います。 

政府が強要する「働き⽅改⾰」はピントがズレていたと今さらながら気づきました。コロナで

本当の「働き⽅改⾰」が⾒えてきたように思います。 

一刻も早いコロナの収束を願っています。アフターコロナでは本当の「働き⽅改⾰」のお⼿伝

いがしたいと思っています。 
 


